
度愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修
体制整備担当者向け

意思決定支援をふまえた成年後見制度の運用

令和4年12月6日・令和5年1月24日

特定非営利活動法人 尾張東部権利擁護支援センター「あすライツ」

センター長 住田 敦子
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今日お話しすること

１ 権利擁護支援と成年後見制度

２ 成年後見人の役割と連携

３ 事例で考える意思決定支援

－意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインー
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特定非営利活動法人 尾張東部権利擁護支援センター紹介

設置主体（５市１町）

５市１町人口合計 478,536人
（令和4年4月1日現在）

愛知県瀬戸市・尾張旭市・豊明市
日進市・長久手市・東郷町
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①職員数 13人 （開設時3人）

・センター長（専門相談員兼務）

・専門相談員 7人（社会福祉士）

・事務員 5人（支援員兼務）

②事業内容

広報啓発・相談・法人後見（累計110名）

平成27年～市民後見（受任実績累計30名）

平成31年4月～6市町の中核機関を受託

平成23年10月開設、令和元年10月尾張東部成年後見センターから名称変更

後見 保佐 補助 合計

認知症 13 ６ １ ２0

知的障害 7 1 1 9

精神障害 14 4 5 23

合計 34 11 ７ 52

法人受任状況（令和4年10月現在）累計110名

愛称あすライツ



１ 権利擁護支援と成年後見制度
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権利擁護とは…

人権とは何でしょう？

出典：谷川俊太郎アムネスティ日本

世界人権宣言第1条みんな仲間

全ての人が生まれながらに持っている
自分らしく生きる権利



権利擁護支援とは

I want to be treated like people first

Equality fairness

平等 公平

Interacion insitue for socialchange から引用
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こどもの権利条約４つの原則
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出典：cuinfo@unicef.or.jp

１．生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長できること）

２．子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと）

３．子どもの意見の尊重（意見を表明し参加できること）

４．差別の禁止（差別のないこと）



① 子どもが２０歳をすぎると、親だからといって取り消すことは
できません

※2022年4月民法改正 18歳成人

（200２.4.２～2004.4.1生まれの人も2022年4月1日から成人）

② 判断能力がなかったことを後から証明することは困難
（裁判等）

③ 契約の相手方も、取り消されると困るため、必要な契約も
してくれないこともあります。

判断能力が十分でない人が、契約社会のなかで生活に困らない
ように成年後見制度を制定
介護保険制度がスタート→措置から契約へ（平成12年）
障害者自立支援法→措置から契約へ（平成18年）

契約社会と成年後見制度
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成年後見制度とは

成年後見制度では、判断能力が不十分な方に

後見人等（法定代理人）をつけて本人の望む暮

らしの支援を法律行為や財産管理を通して行い

ます。
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程度 類型 援助者 援助される人 援助のための権限

重度の人 後見 成年後見人 成年被後見人 包括的な代理権

中度の人 保佐 保佐人 被保佐人 法定同意権 + 限定代理権

軽度の人 補助 補助人 被補助人 限定同意権 + 限定代理権

成年後見制度 ３つの類型

補助

保佐

後見

判断能力が十分 判断能力の
足りない部分を、
援助者をつけて

援助する

判断能力が不十分

判断能力
類型、後見人等は

家庭裁判所が
決める
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代理権・同意権・取消権

代理権
→本人の代わりに法律行為を行う

同意権
→本人が行った法律行為に同意する

取消権
→本人が行った法律行為を取り消す
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障害のある人の相談場面

相談場面から

成年後見制度を理解しましょう

映像をごらんください
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成年後見制度利用促進の必要性と課題

12出典：厚生労働省専門家会議資料



判断能力が不十分な人の金融取引

金融資産と金融被害（預貯金・証券・保険）

認知症の人の保有する金融資は、

2030年には215兆円
に達する

第一生命研究所「認知症患者の金融資産200兆円の未来～から抜粋
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ド イ ツ 日 本

人口：8197万人 人口：1億2779万人

高齢化率：21.7% 高齢化率：26.6%

制度名：世話制度（根拠法：世話法） 制度名：成年後見制度（根拠法：民法）

事前配慮代理権累計登録件数
303万1223件

任意後見契約累計登記件数
12万692件

世話制度利用件数
127万6538件

法定後見制度利用件数
18万9070件

報酬：世話は無償で行われるのが原則 報酬：申立てを受けて裁判所が決定

成年後見制度の利用＝日本とドイツとの比較
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成年後見制度の利用の促進に関する法律
平成28年5月施行
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成年後見制度利用促進法第3条

【成年後見制度利用促進基本計画のポイント】



出典：厚生労働省資料

≪地域連携ネットワークの役割≫
➢権利擁護支援の必要な人の発見・支援
➢早期の段階からの相談・対応体制の整備
➢意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築

≪地域連携ネットワークの機能≫ →4つの機能と不正防止効果
・広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果

権利擁護支援のネットワークづくり
－必要なタイミングで必要な方を成年後見制度につなぐために－



張

権利侵害からの回復支援
40年以上社会的入院－声をあげられない人の支援－

Aさん
20代の頃統合失調症発症

退院までの道のり①

継母が年金管理をしていました。

高齢になり身元保証団体へ依頼

日本ライフ協会破綻

弁護士が後見人として債権回収を担当
法的課題が終了したのち辞任していただく

法人に交代（法人後見）

退院までの道のり②

後見人：「どこで暮らしたいですか」
Aさん :「おうちがいい。帰りたい。」

任意入院だけど退院は難しい
退院の見通しはない・・・

福祉課・障害者相談支援センター
「病院との関係性を保ちたい」

40年の入院生活

① 頭部に大きな外傷 精神科病院を転々としている
② 日常的な身体拘束
③ 任意入院だが退院許可をしない
④ 市役所や相談支援センターの対応
⑤ 継母による経済搾取 （年金・相続）
⑥ 身元保証団体の破産により預託金が消える

その後、精神科病院
での社会的入院が
40年以上続く

現在のＡさん 6４才

「長期入院患者の退院支援は難しい」
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張

入院中義母による財産搾取
の取返し

「人」としての当たり前の暮らし
ミキサ―食から普通食・喫茶店・美容院
お買い物・地域活動支援センターに通う

社会的入院の障壁

愛知県弁護士会
精神福祉相談

再度、病院での話し合い

退院後の生活

おうちに帰りたい

薬の副作用による低体温の管理が難しい

弁護士２名による聞き取り

再度、障害者相談支援センター、市役所を交えて
退院に向けた調整会議を開催。 宿泊体験⇒退院

経済虐待の回復支援

精神保健福祉相談

権利侵害からの回復支援
40年以上社会的入院－声をあげられない人の支援－

任意入院！ 精神科病院での
治療の必要性がない
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約40年間…無権状態

• 統合失調症では説明のつかない障害

• 頭部外傷（陥没）による高次脳機能障害

• 身体拘束による褥瘡

• 任意入院による社会的入院の継続

• 経済的虐待

• 身元保証会社の破綻

• 相続財産の請求
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２. 成年後見人の役割と連携

財産管理と身上保護
• 単に財産を管理することが、後見人の役割ではありません

• 本人の能力を活かしながら、本人の希望にそった暮らしを
支援します

お財布の中身を見ながら生活を組み立てる
成年後見制度には他のサービスにはない

法的な権限を備えています。（法定代理人）
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財産管理と身上保護をどのように考えますか？

・太郎さん（躁うつ病・被補助人）は5年前に自己破産しました。
自己破産のときに成年後見制度を利用しました。

・3カ月前に母親が亡くなり1000万円を相続しました。

・A型就労の給料と年金で月額約15万円の収入があります。
預金の合計は1010万円です。

・太郎さんはブランドが大好きで100万円の腕時計を買いたいので
貯金をおろしてほしいと相談に来られました。

あたなが補助人だったらどうしますか
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権利擁護支援を支える理念

• 自己決定の尊重（生き方や選択の自由）

• 父権的保護主義

22

最善の利益



保護と自己決定尊重のせめぎあい

意思決定

支援

支援者の意向

もったいない

本人：時計を買いたい

（自己決定の尊重）

（緊急性の判断：保護 行政による権限行使）

※民法858条【身上配慮義務】 成年後見人は成年被後見人の生活、療養看護および財産の
管理に関する事務を行ううに当たっては成年被後見人の意思を尊重し、かつその心身の状態
及び生活の状況に配慮しなければならない

愚行権
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後見人等の担い手

第三者後見人 約８０％

親族後見人 約２０％

法 人 市民後見人

弁護士 司法書士 社会福祉士

専門職後見人

出典：最高裁事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 令和３年１月～１２月 24



中核機関による後見人等候補者の調整
（尾張東部権利擁護支援センターの場）

法 人 市民後見人

弁護士 司法書士 社会福祉士

専門職後見人

中核機関＝ 課題に応じた候補者の調整

弁護士会 司法書士会 社会福祉士会
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市民後見推進事業の取組み
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法人は市民後見監督人
としてバックアップ

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3
受任率
（％）

バンク登録者数 19 19 38 35 43 39

※ 法人後見からの
リレー累計

4 4 5 6 7 10

※専門職からの
リレー累計

0 0 0 0 0 2

受任者累計 5 10 12 19 20 29 74.4％

厚生労働省ポータルサイトにて尾張東部で活躍する市民後見人の紹介

7か月間
71時間の研修



身上保護
（本人の生活、療養看護に関する事務）

成年後見人の具体的な役割

成年後見人
等の職務

財産管理
（本人の財産の管理に関する事務）

・施設等の利用契約を行う（重要事項の説明を確認する）

・契約履行状況の確認する（利用票など）

・自宅や施設等の訪問等により本人の心身状況 の確認をする

・サービス担当者会議に出席する

・医療福祉関係者とのチーム支援の一員として連携して支援を行う

手
段

目
的

例

例
・預貯金に関する金融機関との取引

・定期的な収入の受け取り

・定期的な支出を要する費用の支払いや諸手続きなど

・不動産の管理

・有価証券、保険金などの請求など

※後見人等は実際の介護や付き添いは役割ではありません。
身元保証人は利益相反関係になるためできず、医療同意については権限がありません。
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（１）身上保護：相談員による担当制 （支援員による買い物等の分担）

相談員が
担当

・本人面談による相談

生活状況の把握

・契約行為

・行政手続き

・各種申請

・ケース会議出席・開催依頼

・銀行での手続き

・買い物、金銭のお届け

後見人の役割：法人後見の実務の実際（尾張東部の例）

【自宅や施設でのご本人との面談の様子】

【ご本人がセンターに
来所されることもあります】

支援員が
担当

28



日常生活自立支援事業と成年後見制度の違い①

分類 代わりにできること 不利益な契約をした場合

日常生活
自立支援事業

代 行
（本人の意思・信頼に基づく支援）

本人の意思に基づいて
クーリングオフ等の対応

成
年
後
見
制
度

補助
代理権（限定的）
本人の同意による

家庭裁判所の審判が必要

取消権（同意権）の行使
家裁からの審判が必要

保佐 取消権（同意権）の行使

後見 代理権 （包括的） 取消権の行使

※代理権は家庭裁判所の審判による法定代理人としての位置づけ 29



日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行

社会福祉協議会との契約 家庭裁判所から選任

判断能力の低下

日常生活自立支援事業 成年後見制度

連携・協力根拠法：社会福祉法 根拠法：民法

判断能力の回復
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成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い②

成年後見制度（根拠法：民法）
日常生活自立支援事業
（根拠法：社会福祉法）

判断能力
判断能力の不十分な方
医師の診断書
または精神鑑定

判断能力は低下しているものの事業の
意味を理解して契約締結ができる方

手続き
家庭裁判所へ申立
後見・保佐は本人同意なくても
申立てが出来る

社会福祉協議会へ相談 申請契約
本人自身の利用意思 契約締結能力

費用
申立費用 １３，０００円程度
（鑑定費用３万～５万円）
専門職後見人への報酬

生活保護受給者は無料
利用援助、金銭管理サービス
１回１２００円
書類預かり 年間３０００円

権限
類型によって異なる
法的権限

日常的な金銭管理、
福祉サービスの利用支援

終了
本人の死亡
判断能力の回復

本人の死亡
本人の自由意思で解約可能
実施機関からの解約 31



後見人等報酬
額面は、家庭裁判所が適正妥当な
金額を算定し、審判を下します

裁判所申立費用実費
１万～１万５千円

精神鑑定費用
３万～５万円

申立ての流れと費用

家
庭
裁
判
所

東
京
法
務
局

④登記証明書をもって本人の代理など
本人のため後見活動を行う

※成年後見登記に関する証明書については、住所・本籍にかかわらず、全国の法務局・ 地方法務局の本局戸籍課窓口で申請できます。

②調査・鑑定

書類作成を弁護士・司法書士等へ依頼した場合
実費（申立費用）1万～１万５千円以外に
書類作成手数料として１０万～３０万円が必要

３２

①本人・配偶者・親族等が申立

成
年
後
見
人
等

③成年後見人を選任・登記

鑑定の有無は裁判官が決定



後見人等への報酬

１ 成年後見人等は家庭裁判所へ定期的に事務報告書を提出します。

２ 後見人等は家庭裁判所へ報酬付与申立てを行うことが出来ます。

３ 報酬額は裁判官が後見人の事務の内容等を考慮して決定します。

裁判官に
よる審判

財産
管理

身上
保護

後見等報酬

後見人の事務の内容等

など
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低所得の方への助成制度

低所得の方が成年後見制度が利用できるよう

市町村による成年後見制度の助成制度があります。

３４

「成年後見制度利用支援事業」
それぞれの自治体によって要件等が異なりますのでご確認ください



権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築
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愛知県内の権利擁護支援センター等設置状況

36

特徴：愛知県内には４つの広域NPO（行政委託）がある



３ 事例で考える意思決定支援
各種「意思決定支援」ガイドライン

①障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン
（2017.3 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部）

②認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
（2018.6 厚生労働省 老健局総務課認知症施策推進室）

③人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
（2018.3 厚生労働省 医政局総務課）

④身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に
関するガイドライン（2019.5 厚生労働省 医政局総務課）

⑤意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン
（2020.10 厚生労働省 意思決定支援ワーキンググループ）
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共通点
本人の意思の尊重に基づいて行う

意思決定支援ガイドラインの比較と共通点

出典：成年後見等への意思決定支援研修資料
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出典：意思決定支援をふまえた後見事務のガイドラインを学ぶ」ための研修テキスト
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後見人等への意思決定支援研修（国研修）

令和2年～3年度実施（約４３００名受講）

40
令和3年度厚生労働省委託事業



①あなたは被後見人です

• 自分の気持ちを思うように言葉にすることが
できません。

• 施設で暮らしていますが職員からいつも注意
されます。

• ある日あなたの後見人が訪問に来ました

－映像をみて感じたことをメモしてください－
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②あなたは施設職員です

42

居室に傘がいっぱい
片付けられない

本人の状況 施設職員
（あなた）

課題を
解決・改善
したい

後見人

この傘、
どうしますか？
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事例の概要

• 重度心身障害者であるAさんの胃瘻造設について、

本人への説明と選択における課題

• 成年後見制度では、医療同意は認められていない

• その中で、本人の意思決定支援およびＱＯＬの視

点から成年後見人として介入した事例

（１）重度心身障害者に対する意思決定支援
（２）意思決定支援におけるエンパワ－メント
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権利侵害からの保護
基本的ニーズの充足

「本人らしい生活」と
「本人らしい変化」を

支えること

狭義の権利擁護から「積極的権利擁護」へ

積極的権利擁護の推進には予防的アプローチが不可欠
⇒地域住民による発見と見守り機能が重要
権利擁護の担い手は、専門職や行政だけでなく地域住民を含めた関係者全員

出典：岩間伸之 実践成年後見VOL20号
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第2期成年後見制度利用促進基本計画
成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方

53

成年後見制度の利用促進は、全国どの地域においても制度の利用を必要とする
人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、本人
の地域社会への参加を目指すものである。本人の自己決定を尊重し、意思決定
支援・身上保護も重視した制度の運用とすること

参考：第12回専門家会議資料

－地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進－


